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資料２ 

条 例 案 の 概 要 

 

条 例 名 要     旨 

 

１ 知事の権限に属する事務処

理の特例に関する条例の一部

を改正する条例 

 

 

１ 趣 旨 

  市町村への権限移譲の推進を図るため、知事の権限に属する事 

 務の一部を市町村が処理することとし、及び規定の整備をするた 

 めの改正 

 

２ 内 容 

 (1) 処理する市町村が増加する事務   １０事務 

  （例）簡易専用水道の監督等 

             新たにときがわ町に移譲 

 

 (2) 移譲を行う事務範囲の拡大      ４事務 

    （例）屋外広告物の点検結果報告の受理 

              行田市ほか５１市町村 

 

 (3)  規定の整備 

 

３ 施行期日 

    令和４年４月１日。ただし、一部は公布の日 
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条 例 名 要     旨 

 

２ 埼玉県手数料条例及び埼玉

県証紙条例の一部を改正する

条例 

 

１ 趣 旨 

  長期優良住宅の普及の促進に関する法律等の一部改正に伴い、長

期優良住宅建築等計画認定申請手数料等の額の改定をするととも

に、認定長期優良住宅建築等計画に基づく建築に係る住宅の容積率

の特例許可申請手数料の額を定め、証紙による収入の方法により徴

収することとするための改正 

 

２ 内 容 

 (1) 埼玉県手数料条例の一部改正 

  ア 手数料の改定 

  （例）長期優良住宅建築等計画認定申請手数料（一戸建ての住

宅（新築）の場合） 

現 行 改正後 

長期優良住宅の普及の促進

に関する法律に基づき、登

録住宅性能評価機関が長期

優良住宅の認定基準の全て

（長期使用構造等、維持保

全計画等）を審査したこと

を証する書類が提出された

場合 

      ６，０００円 

削除 

住宅の品質確保の促進等に

関する法律に基づき、登録

住宅性能評価機関が長期優

良住宅の認定基準のうち長

期使用構造等の一部を審査

したことを証する書類が提

出された場合 

     ２３，０００円 

（改正後の）住宅の品質確

保の促進等に関する法律に

基づき、登録住宅性能評価

機関が長期優良住宅の認定

基準のうち長期使用構造等

を審査したことを証する書

類が提出された場合 

８，０００円 

 

  イ 手数料の新設 

  （例）認定長期優良住宅建築等計画に基づく建築に係る住宅の

容積率の特例許可申請手数料   １６０，０００円 

 

 (2) 埼玉県証紙条例の一部改正 

  証紙による収入の方法により徴収する手数料の追加 
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条 例 名 要     旨 

 

３ 施行期日 

  令和４年２月２０日 

 

 

３ 埼玉県公安委員会等が行う

事務に関する手数料条例及び

埼玉県証紙条例の一部を改正

する条例 

 

 

 

１ 趣 旨 

  銃砲刀剣類所持等取締法の一部改正に伴い、クロスボウの所持 

 の許可を受けようとする者等から徴収する手数料の額を定め、証 

 紙による収入の方法により徴収することとするための改正 

 

２ 内 容 

 (1) 埼玉県公安委員会等が行う事務に関する手数料条例の一部改 

  正 

（例）銃砲等又は刀剣類所持許可申請手数料 

   クロスボウの新規所持 １０，５００円 

 

 (2) 埼玉県証紙条例の一部改正 

  証紙による収入の方法により徴収する手数料の追加 

 

 (3) 規定の整備 

 

３ 施行期日 

  令和４年３月１５日 

 

 


